
 

第３項 災害医療 

 

１．現状と課題 

○ 本県では、平成 25 年度から災害医療コーディネーター①（15 名）、平成 26 年度から災

害薬事コーディネーター（30 名）②を養成していました。このため、平成 28 年熊本地震

時に、医療救護対策室③において、県内外から参集した災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）
④等医療チーム及び災害支援薬剤師の受入や被災地への派遣など、医療救護活動に関する

全県的なコーディネート機能が一定程度発揮されました。一方で、被害が大きい地域に

おいては、当該地域におけるコーディネート機能は十分に発揮されませんでした。 

○ 大規模災害時の患者の空路搬送について、体制が整備されていなかったため、平成 28

年熊本地震時には、ドクターヘリ等の運航調整等を迅速に行うことができませんでした。 

また、大規模災害時に必要となる広域医療搬送について、航空搬送拠点臨時医療施設（Ｓ

ＣＵ）⑤の設置や運用など具体の体制等が整備できていない状況です。 

○ 災害時に備え、関係団体⑥と医療救護に関する協定を締結し、医療救護活動等に関する

体制を整備しています。また、大規模災害に備えて、九州・山口９県や全国都道府県で

の災害時相互応援協定を締結するなどにより、平成 28年熊本地震においては、様々な医

療チームや災害支援ナース⑦を受け入れました。 

○ 本県では、災害医療を提供する上で、県全域で中心的な役割を担う基幹災害拠点病院⑧

1施設と、各地域で中心的な役割を担う地域災害拠点病院⑨13施設を指定しています。 

しかし、平成 28 年熊本地震時には、多くの災害拠点病院が被災したうえ、多数の傷病

者の受入を行ったため、地域の医療機関に対する支援を十分に行うことができない災害拠

点病院がありました。 

また、県内の精神科医療機関が多数被災したことに加えて、災害時の精神保健医療の提

供に関する体制が未整備だったことから、県外の災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）⑩

の支援を中心に対応しました。県内にも、災害時の精神保健医療の提供に関する体制等の

                                                   
① 災害医療コーディネーターとは、災害時において医療チームの配置調整や傷病者の受入先の調整等を行う医師のことです。 
② 災害薬事コーディネーターとは、災害時において、災害医療コーディネーターの総合的な指示のもと、医薬品等の供給や薬剤師班の派遣

等の調整を行う薬剤師のことです。 
③ 医療救護対策室とは、災害時に医療救護に関する情報を共有し、医療救護活動の方針等の調整を行うために、県災害対策本部内に設置さ

れる対策本部のことです。 
④ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）とは、Disaster Medical Assistance Teamの略で、大地震及び航空機・列車事故といった大規模災害の

急性期に、被災地に迅速に駆けつけ、救急治療を行う専門的な訓練を受けたチームのことです。 
⑤ 航空機搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）とは、Staging Care Unitの略で、大規模災害時に実施される航空機による広域医療搬送や地

域医療搬送に際して、患者の症状の安定化を図り、搬送を実施するための救護所として、必要に応じて被災地域及び被災地域外の航空搬

送拠点（通常、空港や自衛隊基地に設置される）に設置される施設のことです。 
⑥ 本県は、熊本県医師会、熊本県歯科医師会、熊本県薬剤師会、熊本県看護協会、熊本県柔道整復師会と災害時の医療救護活動等に関する

協定を締結し、日本赤十字社熊本県支部と災害救助法第 32条の規定に基づく救助またはその応援の実施に関する契約を締結しています。 
⑦ 災害支援ナースとは、被災した看護職の負担軽減と健康レベルの維持を目的として被災地で活動する看護職のことです。 
⑧ 基幹災害拠点病院とは、地域災害拠点病院の機能、県全域の災害拠点病院の機能を強化するための訓練・研修機能を有する病院であり、

県が災害時の医療体制を確保するため指定した病院のことです。 
⑨ 地域災害拠点病院とは、多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うための高度の診療機能、

被災地からのとりあえずの重症傷病者の受入れ機能、ＤＭＡＴ等の受入れ機能、傷病者等の受入れ及び搬出を行う広域搬送への対応機能、

ＤＭＡＴの派遣機能、地域の医療機関への応急用資機材の貸出し機能を有する病院であり、県が災害時の医療体制を確保するために指定

した病院のことです。 
⑩ 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）とは、Disaster Psychiatric Assistance Team の略で、自然災害や犯罪事件、航空機・列車事故等

の集団災害が発生した場合、被災地域において精神科医療の提供や精神保健活動の支援等を行う専門的な研修・訓練を受けたチームのこ

とです。 

資料２ 



 

整備が急がれます。 

○ 平成 28年熊本地震時には、県内半数の病院が広域災害・救急医療情報システム（ＥＭ

ＩＳ）⑪への登録をしておらず、登録していた病院もシステム操作に未習熟であったこと

から、災害時における医療機関の被害状況や診療継続可否等情報が入力されず、ＥＭＩ

Ｓが十分に活用されませんでした。このため、平成 29年３月までに県内全ての病院のＥ

ＭＩＳ登録を促進し、災害時における医療機関の情報を相互に収集・提供できる環境を

整えました。しかし、システム操作に未習熟の病院が多く存在します。 

○ 被災後、早期に診療機能を回復するためには、業務継続計画（ＢＣＰ）⑫を整備する必

要がありますが、県内の病院では整備が進んでいない状況です。特に、災害拠点病院に

ついては、平成 29年 3月にＢＣＰの整備が必須とされたことから、早急に整備する必要

があります。 

ＢＣＰを整備している災害拠点病院 14施設中４施設（平成 29年 7月現在） 

ＢＣＰを整備している上記以外の病院 213施設中 32施設（平成 29年 7月現在） 

○ 災害時に必要となる医薬品、医療機器等については、238品目・約 6,000人分を県内 6

か所に分散して備蓄するとともに、関係団体⑬と協力し、災害時の提供体制を整備してい

ます。また、平成 28年熊本地震での検証結果を踏まえ、今後さらに関係団体の役割分担

の見直しや連絡体制及び医薬品等の供給体制の強化に取り組む必要があります。 

○ 災害時の保健活動については、被災状況により県内外の保健師等チーム派遣による被

災地支援を行いますが、平成 28年熊本地震時は、被災地の情報集約や支援・受援体制の

整備が進んでいなかったため、被災地ニーズに対応した支援が十分できませんでした。 

 

２．目指す姿 

 ○ 平成 28年熊本地震の経験を踏まえ、全県及び地域の災害医療コーディネート機能を強

化するとともに、災害拠点病院の体制を強化します。また、大規模災害や局地災害が発

生した場合に、県内の関係機関が連携して、発災直後から被災地の診療機能が回復する

まで、県民に切れ目なく必要な医療を提供できる体制を整えます。 

 

３．施策の方向性 

  施策の方向性について、平成 28年熊本地震の経験を踏まえた内容としています。 

○ 災害医療提供体制の充実・強化 

・ 医療救護活動に関する県全体及び地域におけるコーディネート機能を強化するため、

災害医療コーディネーターの増員や地域災害医療コーディネーターの養成を行うとと

もに、医療チームの受入・派遣、継続的な救護活動の提供、市町村や関係機関との連

携・情報共有等の体制を整備します（体制については「６．災害医療の医療提供体制
                                                   
⑪ 広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）とは、Emergency Medical Information Systemの略で、災害時の迅速かつ適切な医療救護

活動を支援するため、医療機関の被害情報や患者受入情報をはじめ、診察状況など災害医療に関する情報を収集・提供し、行政や医療関

係機関等と共有するシステムのことです。 
⑫ 業務継続計画（ＢＣＰ）とは、Business Continuity Plan の略で、震災などの緊急時に低下する業務遂行能力を補う非常時優先業務を開

始するための計画のことです。 
⑬ 本県は、熊本県薬剤師会、熊本県医薬品卸業協会、日本医療用ガス協会熊本県支部、熊本県医療機器協会、熊本県歯科用品商組合、熊本

県製薬協会、熊本県医薬品登録販売者協会、熊本県医薬品配置協会と災害時に医薬品等の供給に関する協定を締結しています。 



 

図」を参照）。 

・ 熊本ＤＭＡＴの機能強化を図るため、災害拠点病院を中心にＤＭＡＴの養成を推進

するとともに、ＤＭＡＴ指定病院⑭等を対象にＥＭＩＳ操作や衛星電話による情報伝達

等の研修・訓練を実施します。 

・ 大規模災害時に空路搬送を迅速に行うため、ドクターヘリ等による空路搬送体制を

整備するとともに、広域医療搬送に必要となるＳＣＵの設置場所や運営方法、関係機

関との連絡体制等について具体的な計画を策定します。 

・ 災害時の関係団体との連携を強化するため、各専門分野における医療救護担当者が

災害医療コーディネーターの下で救護活動を行う体制を整備します。また、各団体の

担うべき役割を明確にし、必要に応じて、医療救護に関する協定の見直し等を行いま

す。 

○ 災害拠点病院を中心とした体制の充実・強化 

・ 災害時に地域の診療機能を維持又は早期に回復する上で災害拠点病院が中心的な役

割を果たすため、災害拠点病院を中心とした医療機関の連携体制を強化するとともに、

全ての病院に対してＢＣＰの作成及びそれに基づく研修や訓練の実施を促進します。 

・ 災害拠点病院が行う機能強化については、国庫補助制度等を活用し、施設や設備な

どの必要な整備を支援します。 

・ 災害時に医療機関が適切かつ相互に情報を収集・提供できるよう、保健所所管区域

ごとに研修を開催するなど、ＥＭＩＳの操作の習熟度を高め、その活用を促進します。 

 ○ 災害時の精神保健医療提供体制の整備 

・ 災害時の精神保健医療提供体制を整備するため、平成 29 年 6 月に発足した「熊本Ｄ

ＰＡＴ」についてチーム数の増加や研修の実施により体制を強化します。また、災害拠

点精神科病院を整備するとともに、関係機関との連携体制を構築します。 

・ 災害拠点精神科病院については、被災後、早急に診療機能を回復できるよう、ＢＣＰ

の作成及びそれに基づく研修や訓練の実施を促進します。 

○ 備蓄医薬品の適正管理・医薬品等の供給体制の確保 

・ 災害時に適切に医薬品等を提供するため、適宜、備蓄医薬品等の品目の見直しを行  

います。 

・ 社会情勢の変化に対応した関係団体との協定内容の見直しを行うとともに、災害時医

療救護に関する研修や訓練を実施し、関係団体の役割分担・連携体制の維持・強化を推

進します。 

・ 県薬剤師会が導入するモバイルファーマシーの災害時における運用体制を構築し、活

動支援を行います。 

 ○ 被災者に対する健康管理 

・ 平時から災害時保健活動に備えるため、災害時保健活動マニュアルを活用し、関係職

員を対象とした研修会等を開催します。 

・ 保健活動に関するコーディネート機能を強化するため、情報集約体制や支援・受援体

制を整備し、県内外から派遣された保健師等の受入や、被災地のニーズに応じた支援を

                                                   
⑭ ＤＭＡＴ指定病院とは、ＤＭＡＴを保有し、ＤＭＡＴ派遣に関する県からの協力依頼を受諾した病院のことです（15施設を指定していま

す（平成 29年 9月現在））。 



 

強化します。 

 

４．評価指標 

指標名 現状 目標 指標の説明・目標設定の考え方 

① 地域災害医療コー

ディネーターの養

成人数 

0人 

（H29.3） 

28人 

（H35） 

地域におけるコーディネート機能強

化の研修・訓練等を実施することに

より、地域災害医療コーディネータ

ーを養成する。 

② ＤＭＡＴのチーム

数 

32チーム 

（H29.3） 

54チーム 

（H35） 

各医療圏域の災害拠点病院等が、国

主催の災害派遣医療チーム（ＤＭＡ

Ｔ）研修を受講することにより、Ｄ

ＭＡＴチーム数を毎年 3 チーム程度

増加させる。 

③ ＢＣＰを整備して

いる災害拠点病院

の割合 

28.6％ 

（H29.7） 

100％ 

（H30） 

県内全ての災害拠点病院がＢＣＰの

整備を行うことで、災害拠点病院が

被災しても早期に診療機能を回復で

きるようにする。 

④ ＥＭＩＳの研修・

訓練を実施又は参

加している病院の

割合 

- 100％ 

（H35） 

保健所が実施するＥＭＩＳの操作研

修・訓練に、県内全ての病院が参加

することにより、ＥＭＩＳの習熟度

を引き上げる。 

⑤ ＤＰＡＴのチーム

数 

25チーム 

(H29.7) 

30チーム 

(H35) 

単一病院で構成されているＤＰＡＴ

チーム数を毎年１チーム程度増加さ

せる。 

 

  



 

５．災害医療圏 

   県全体を災害医療圏とします。 
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６．災害医療の医療提供体制図 

○ 医療提供体制図 

 
 

○ 医療救護の推移 
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熊本県災害対策本部（県庁）
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護協会、県柔道整復師会、県薬剤師会、日赤県
支部、熊本大学医学部附属病院、県臨床検査技
師会、県放射線技師会、県栄養士会 等

県外関係団体
日本医師会、日本赤十字社、国立病院機構、地
域医療機能推進機構、全日本病院協会、日本歯
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地区薬剤師会、二次救急病院 等

連携
情報共有

DMAT活動拠点本部
DPAT活動拠点本部

DMAT県調整本部
DPAT県調整本部

災害拠点病院

連携
情報共有

連携

現地対策本部
厚生労働省

連携
情報共有

コーディネーター連絡会議

地域災害医療対策会議

救命救急 避難所での健康支援 在宅者の保健、医療病院支援

発災 本部設置 本部活動終了

ＤＭＡＴ
ＤPAＴ

４８時間
自己完結

全国知事会

日本医師会（JMAT）

日本赤十字社 他

保健所、市町村、医療/社会福祉関係機関

（地域支援拠点、体制の再構築 等）

地域の医療機関
地元医師会

医療救護班 避難所・救護所、
巡回診療 等

診療再開

発災 平時へ


